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次世代育成支援対策推進法
（平成十五年七月十六日法律第百二十号）
（最終改正　平成二十年十二月三日）

第一章　総則 

（目的） 
第一条　この法律は、我が国における急速な少子

化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の
変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、
基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事
業主及び国民の責務を明らかにするとともに、
行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業
主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対
策を推進するために必要な事項を定めることに
より、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に
推進し、もって次代の社会を担う子どもが健や
かに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資
することを目的とする。 

（定義） 
第二条　この法律において「次世代育成支援対策」

とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は
育成しようとする家庭に対する支援その他の次
代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、
育成される環境の整備のための国若しくは地方
公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環
境の整備その他の取組をいう。 

（基本理念） 
第三条　次世代育成支援対策は、父母その他の保

護者が子育てについての第一義的責任を有する
という基本的認識の下に、家庭その他の場にお
いて、子育ての意義についての理解が深められ、
かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配
慮して行われなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第四条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念
（次条及び第七条第一項において「基本理念」と
いう。）にのっとり、相互に連携を図りながら、
次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進
するよう努めなければならない。 

（事業主の責務） 
第五条　事業主は、基本理念にのっとり、その雇

用する労働者に係る多様な労働条件の整備その
他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図

られるようにするために必要な雇用環境の整備
を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実
施するよう努めるとともに、国又は地方公共団
体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなけれ
ばならない。 

（国民の責務） 
第六条　国民は、次世代育成支援対策の重要性に

対する関心と理解を深めるとともに、国又は地
方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力
しなければならない。 

第二章　行動計画 

第一節　行動計画策定指針 

第七条　主務大臣は、次世代育成支援対策の総合
的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっ
とり、次条第一項の市町村行動計画及び第九条
第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一
項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の
特定事業主行動計画（次項において「市町村行
動計画等」という。）の策定に関する指針（以下「行
動計画策定指針」という。）を定めなければなら
ない。 

２　行動計画策定指針においては、次に掲げる事
項につき、市町村行動計画等の指針となるべき
ものを定めるものとする。 

一　次世代育成支援対策の実施に関する基本的な
事項 

二　次世代育成支援対策の内容に関する事項 
三　次条第一項の市町村行動計画において、児

童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第
二十四条第二項 に規定する保育の実施の事業、
同法第六条の二第二項 に規定する放課後児童健
全育成事業その他主務省令で定める次世代育成
支援対策に係る次条第二項各号に掲げる事項を
定めるに当たって参酌すべき標準 

四　その他次世代育成支援対策の実施に関する重
要事項 

３　主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻
く環境の変化その他の事情を勘案して必要があ
ると認めるときは、速やかに行動計画策定指針
を変更するものとする。 

４　主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又は
これを変更しようとするときは、あらかじめ、
次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項
の都道府県行動計画に係る部分について、総務
大臣に協議しなければならない。 

関 係 法 令 等
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５　主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又は
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。 

第二節　市町村行動計画及び都道府県行動計画 

（市町村行動計画） 
第八条　市町村は、行動計画策定指針に即して、

五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、
五年を一期として、地域における子育ての支援、
母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、
子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境
の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な
住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家
庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援
対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」
という。）を策定するものとする。 

２　市町村行動計画においては、次に掲げる事項
を定めるものとする。 

一　次世代育成支援対策の実施により達成しよう
とする目標 

二　実施しようとする次世代育成支援対策の内容
及びその実施時期 

３　市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変
更しようとするときは、あらかじめ、住民の意
見を反映させるために必要な措置を講ずるもの
とする。 

４　市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変
更しようとするときは、あらかじめ、事業主、
労働者その他の関係者の意見を反映させるため
に必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。 

５　市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変
更したときは、遅滞なく、これを公表するとと
もに、都道府県に提出しなければならない。 

６　市町村は、毎年少なくとも一回、市町村行動
計画に基づく措置の実施の状況を公表しなけれ
ばならない。 

７　市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村
行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要
があると認めるときは、事業主その他の関係者
に対して調査を実施するため必要な協力を求め
ることができる。 

（都道府県行動計画） 
第九条　都道府県は、行動計画策定指針に即して、

五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関
し、五年を一期として、地域における子育ての
支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及
び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する
教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適し
た良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業
生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代
育成支援対策の実施に関する計画（以下「都道

府県行動計画」という。）を策定するものとする。 
２　都道府県行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 
一　次世代育成支援対策の実施により達成しよう

とする目標 
二　実施しようとする次世代育成支援対策の内容

及びその実施時期 
三　次世代育成支援対策を実施する市町村を支援

するための措置の内容及びその実施時期 
３　都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又

は変更しようとするときは、あらかじめ、住民
の意見を反映させるために必要な措置を講ずる
ものとする。 

４　都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又
は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、
労働者その他の関係者の意見を反映させるため
に必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。 

５　都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又
は変更したときは、遅滞なく、これを公表する
とともに、主務大臣に提出しなければならない。 

６　都道府県は、毎年少なくとも一回、都道府県
行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しな
ければならない。 

７　都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都
道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特
に必要があると認めるときは、市町村、事業主
その他の関係者に対して調査を実施するため必
要な協力を求めることができる。 

（都道府県の助言等） 
第十条　都道府県は、市町村に対し、市町村行動

計画の策定上の技術的事項について必要な助言
その他の援助の実施に努めるものとする。 

２　主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動
計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策
定上重要な技術的事項について必要な助言その
他の援助の実施に努めるものとする。 

（市町村及び都道府県に対する交付金の交付等） 
第十一条　国は、市町村又は都道府県に対し、市

町村行動計画又は都道府県行動計画に定められ
た措置の実施に要する経費に充てるため、厚生
労働省令で定めるところにより、予算の範囲内
で、交付金を交付することができる。 

２　国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計
画又は都道府県行動計画に定められた措置を実
施しようとするときは、当該措置が円滑に実施
されるように必要な助言その他の援助の実施に
努めるものとする。

 
第三節　一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 
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第十二条　国及び地方公共団体以外の事業主（以
下「一般事業主」という。）であって、常時雇用
する労働者の数が三百人を超えるものは、行動
計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一
般事業主が実施する次世代育成支援対策に関す
る計画をいう。以下同じ。）を策定し、厚生労働
省令で定めるところにより、厚生労働大臣にそ
の旨を届け出なければならない。これを変更し
たときも同様とする。 

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる
事項を定めるものとする。 

一　計画期間 
二　次世代育成支援対策の実施により達成しよう

とする目標 
三　実施しようとする次世代育成支援対策の内容

及びその実施時期 
３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生
労働省令で定めるところにより、これを公表し
なければならない。 

４　一般事業主であって、常時雇用する労働者の
数が三百人以下のもの（第十六条第一項及び第
二項において「中小事業主」という。）は、行動
計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を
策定し、厚生労働省令で定めるところにより、
厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなけ
ればならない。これを変更したときも同様とす
る。 

５　前項に規定する一般事業主は、一般事業主行
動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、これを公表する
よう努めなければならない。 

６　第一項に規定する一般事業主が同項の規定に
よる届出又は第三項の規定による公表をしない
場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に
対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表を
すべきことを勧告することができる。 

（一般事業主行動計画の労働者への周知等） 
第十二条の二　前条第一項に規定する一般事業主

は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更し
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、
これを労働者に周知させるための措置を講じな
ければならない。 

２　前条第四項に規定する一般事業主は、一般事
業主行動計画を策定し、又は変更したときは、
厚生労働省令で定めるところにより、これを労
働者に周知させるための措置を講ずるよう努め
なければならない。 

３　前条第六項の規定は、同条第一項に規定する
一般事業主が第一項の規定による措置を講じな
い場合について準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第十三条　厚生労働大臣は、第十二条第一項又は
第四項の規定による届出をした一般事業主から
の申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ
により、当該事業主について、雇用環境の整備
に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般
事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業
主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画
に定めた目標を達成したことその他の厚生労働
省令で定める基準に適合するものである旨の認
定を行うことができる。 

（表示等） 
第十四条　前条の規定による認定を受けた一般事

業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商
品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若
しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの

（次項において「広告等」という。）に厚生労働
大臣の定める表示を付することができる。 

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、
広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示
を付してはならない。 

（認定の取消し） 
第十五条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が第

十三条に規定する基準に適合しなくなったと認
めるとき、この法律又はこの法律に基づく命令
に違反したとき、その他認定一般事業主として
適当でなくなったと認めるときは、同条の認定
を取り消すことができる。 

（委託募集の特例等） 
第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主が、当該承認中小事業主団体をして次
世代育成支援対策を推進するための措置の実施
に関し必要な労働者の募集を行わせようとする
場合において、当該承認中小事業主団体が当該
募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭
和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一
項及び第三項の規定は、当該構成員である中小
事業主については、適用しない。 

２　この条及び次条において「承認中小事業主団
体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その
他の特別の法律により設立された組合若しくは
その連合会であって厚生労働省令で定めるもの
又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接
の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要
件に該当するものに限る。以下この項において

「事業協同組合等」という。）であって、その構
成員である中小事業主に対し、次世代育成支援
対策を推進するための人材確保に関する相談及
び援助を行うものとして、当該事業協同組合等
の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準
により適当であると承認したものをいう。 

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項
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の相談及び援助を行うものとして適当でなく
なったと認めるときは、同項の承認を取り消す
ことができる。 

４　承認中小事業主団体は、当該募集に従事しよ
うとするときは、厚生労働省令で定めるところ
により、募集時期、募集人員、募集地域その他
の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で
定めるものを厚生労働大臣に届け出なければな
らない。 

５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の
規定による届出があった場合について、同法第
五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第
三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、
第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並
びに第五十一条の二の規定は前項の規定による
届出をして労働者の募集に従事する者について、
同法第四十条の規定は同項の規定による届出を
して労働者の募集に従事する者に対する報酬の
供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に
規定する職権を行う場合について準用する。こ
の場合において、同法第三十七条第二項中「労
働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次
世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第
百二十号）第十六条第四項の規定による届出を
して労働者の募集に従事しようとする者」と、
同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の
業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」
と読み替えるものとする。 

６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条
の二の規定の適用については、同法第三十六条
第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の
者をして労働者の募集に従事させようとする者
がその被用者以外の者に与えようとする」と、
同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する
募集受託者」とあるのは「次世代育成支援対策
推進法第十六条第四項の規定による届出をして
労働者の募集に従事する者」とする。 

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、
第二項の相談及び援助の実施状況について報告
を求めることができる。 

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定
による届出をして労働者の募集に従事する承認
中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に
関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら
に基づき当該募集の内容又は方法について指導
することにより、当該募集の効果的かつ適切な
実施の促進に努めなければならない。 

（一般事業主に対する国の援助） 
第十八条　国は、第十二条第一項又は第四項の規

定により一般事業主行動計画を策定する一般事
業主又はこれらの規定による届出をした一般事

業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公
表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主
行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよう
に必要な助言、指導その他の援助の実施に努め
るものとする。 

第四節　特定事業主行動計画 

第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの
長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めるとこ
ろにより、行動計画策定指針に即して、特定事
業主行動計画（特定事業主が実施する次世代育
成支援対策に関する計画をいう。以下この条に
おいて同じ。）を策定するものとする。 

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる
事項を定めるものとする。 

一　計画期間 
二　次世代育成支援対策の実施により達成しよう

とする目標 
三　実施しようとする次世代育成支援対策の内容

及びその実施時期 
３　特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し
なければならない。 

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、
又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に
周知させるための措置を講じなければならない。 

５　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事
業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表
しなければならない。 

６　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく
措置を実施するとともに、特定事業主行動計画
に定められた目標を達成するよう努めなければ
ならない。

 
第五節　次世代育成支援対策推進センター 

第二十条　厚生労働大臣は、一般事業主の団体又
はその連合団体（法人でない団体又は連合団体
であって代表者の定めがないものを除く。）で
あって、次項に規定する業務を適正かつ確実に
行うことができると認めるものを、その申請に
より、次世代育成支援対策推進センターとして
指定することができる。 

２　次世代育成支援対策推進センターは、一般事
業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業
主その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関
する相談その他の援助の業務を行うものとする。 

３　厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進セ
ンターの財産の状況又はその業務の運営に関し
改善が必要であると認めるときは、次世代育成
支援対策推進センターに対し、その改善に必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。 



128

資
料
編

４　厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進セ
ンターが前項の規定による命令に違反したとき
は、第一項の指定を取り消すことができる。 

５　次世代育成支援対策推進センターの役員若し
くは職員又はこれらの職にあった者は、第二項
に規定する業務に関して知り得た秘密を漏らし
てはならない。 

６　第一項の指定の手続その他次世代育成支援対
策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働
省令で定める。 

第三章　次世代育成支援対策地域協議会 

第二十一条　地方公共団体、事業主、住民その他
の次世代育成支援対策の推進を図るための活動
を行う者は、地域における次世代育成支援対策
の推進に関し必要となるべき措置について協議
するため、次世代育成支援対策地域協議会（以
下「地域協議会」という。）を組織することがで
きる。 

２　前項の協議を行うための会議において協議が
調った事項については、地域協議会の構成員は、
その協議の結果を尊重しなければならない。 

３　前二項に定めるもののほか、地域協議会の運
営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。 

第四章　雑則 

（主務大臣等） 
第二十二条　第七条第一項及び第三項から第五項

までにおける主務大臣は、行動計画策定指針の
うち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に
係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分

（雇用環境の整備に関する部分を除く。）につい
ては厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学
大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通
大臣及び環境大臣とし、その他の部分について
は厚生労働大臣とする。 

２　第九条第五項及び第十条第二項における主務
大臣は、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部
科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土
交通大臣及び環境大臣とする。 

３　第七条第二項第三号における主務省令は、厚
生労働省令、内閣府令、文部科学省令、農林水
産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省
令とする。 

（権限の委任） 
第二十三条　第十二条から第十六条までに規定す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め
るところにより、その一部を都道府県労働局長
に委任することができる。 

第五章　罰則 

第二十四条　第十六条第五項において準用する職
業安定法第四十一条第二項の規定による業務の
停止の命令に違反して、労働者の募集に従事し
た者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。 

第二十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
る。 

一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、
労働者の募集に従事した者 

二　第十六条第五項において準用する職業安定法
第三十七条第二項の規定による指示に従わな
かった者 

三　第十六条第五項において準用する職業安定法
第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第二十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。 

一　第十四条第二項の規定に違反した者 
二　第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をした者 

三　第十六条第五項において準用する職業安定法
第五十条第二項の規定による立入り若しくは検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に
対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者 

四　第二十条第五項の規定に違反した者 

第二十七条　法人の代表者又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関し、第二十四条、第二十五条又
は前条第一号から第三号までの違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対しても、各本条の罰金刑を科する。

　　　附　則 
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。た

だし、第七条及び第二十二条第一項の規定は公
布の日から起算して六月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から、第八条から第十九条
まで、第二十二条第二項、第二十三条から第
二十五条まで、第二十六条第一号から第三号ま
で及び第二十七条の規定は平成十七年四月一日
から施行する。 

（この法律の失効）
第二条　この法律は、平成二十七年三月三十一日

限り、その効力を失う。 
２　次世代育成支援対策推進センターの役員又は

職員であった者の第二十条第二項に規定する業
務に関して知り得た秘密については、同条第五
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項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の
規定にかかわらず、同項に規定する日後も、な
おその効力を有する。 

３　この法律の失効前にした行為に対する罰則の
適用については、この法律は、第一項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその
効力を有する。 

（検討）
第三条　政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律の施行の状況を勘案
し、必要があると認めるときは、この法律の規
定について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする。 

 
　　　附　則（略）
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母子及び寡婦福祉法
（昭和三十九年七月一日法律第百二十九号）
（最終改正　平成十八年六月二日）

第一章　総則 

（目的） 
第一条　この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉

に関する原理を明らかにするとともに、母子家
庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上の
ために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及
び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 

（基本理念） 
第二条　すべて母子家庭等には、児童が、その置

かれている環境にかかわらず、心身ともに健や
かに育成されるために必要な諸条件と、その母
等の健康で文化的な生活とが保障されるものと
する。 

２　寡婦には、母子家庭等の母等に準じて健康で
文化的な生活が保障されるものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第三条　国及び地方公共団体は、母子家庭等及び

寡婦の福祉を増進する責務を有する。 
２　国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦

の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、
その施策を通じて、前条に規定する理念が具現
されるように配慮しなければならない。 

（自立への努力） 
第四条　母子家庭の母及び寡婦は、自ら進んでそ

の自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と
向上に努めなければならない。 

（扶養義務の履行） 
第五条　母子家庭等の児童の親は、当該児童が心

身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の
養育に必要な費用の負担その他当該児童につい
ての扶養義務を履行するように努めなければな
らない。 

２　母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身と
もに健やかに育成されるよう、当該児童を監護
しない親の当該児童についての扶養義務の履行
を確保するように努めなければならない。 

３　国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が
心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童
を監護しない親の当該児童についての扶養義務
の履行を確保するために広報その他適切な措置
を講ずるように努めなければならない。 

（定義） 
第六条　この法律において「配偶者のない女子」

とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事
実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以
下同じ。）と死別した女子であつて、現に婚姻（婚
姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同
様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をして
いないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子を
いう。 

一　離婚した女子であつて現に婚姻をしていない
もの 

二　配偶者の生死が明らかでない女子 
三　配偶者から遺棄されている女子 
四　配偶者が海外にあるためその扶養を受けるこ

とができない女子 
五　配偶者が精神又は身体の障害により長期にわ

たつて労働能力を失つている女子 
六　前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令

で定めるもの 
２　この法律において「児童」とは、二十歳に満

たない者をいう。 
３　この法律において「寡婦」とは、配偶者の

ない女子であつて、かつて配偶者のない女子と
して民法（明治二十九年法律第八十九号）第
八百七十七条 の規定により児童を扶養していた
ことのあるものをいう。 

４　この法律において「母子家庭等」とは、母子
家庭及び父子家庭をいう。 

５　この法律において「母等」とは、母子家庭の
母及び父子家庭の父をいう。 

６　この法律において「母子福祉団体」とは、配
偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 の
規定により現に児童を扶養しているもの（以下

「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているも
の」という。）の福祉若しくはこれに併せて寡婦
の福祉を増進することを主たる目的とする社会
福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法
人であつて、その理事の過半数が配偶者のない
女子であるものをいう。 

（都道府県児童福祉審議会等の権限） 
第 七 条　 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第

百六十四号）第八条第二項 に規定する都道府県
児童福祉審議会（同条第一項 ただし書に規定す
る都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。
以下この条において同じ。）及び同条第四項に規
定する市町村児童福祉審議会は、母子家庭の福
祉に関する事項につき、調査審議するほか、同
条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会は
都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村
児童福祉審議会は市町村長（特別区の区長を含
む。以下同じ。）の諮問にそれぞれ答え、又は関
係行政機関に意見を具申することができる。 

（母子自立支援員） 
第八条　都道府県知事、市長（特別区の区長を含
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む。）及び福祉事務所（社会福祉法 （昭和二十六
年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務
所をいう。以下同じ。）を管理する町村長（以下「都
道府県知事等」という。）は、社会的信望があり、
かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意
と識見を持つている者のうちから、母子自立支
援員を委嘱するものとする。 

２　母子自立支援員は、この法律の施行に関し、
主として次の業務を行うものとする。 

一　配偶者のない女子で現に児童を扶養している
もの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に
必要な情報提供及び指導を行うこと。 

二　配偶者のない女子で現に児童を扶養している
もの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職
活動に関する支援を行うこと。 

３　母子自立支援員は、非常勤とする。ただし、
前項に規定する職務につき政令で定める相当の
知識経験を有する者については、常勤とするこ
とができる。 

（福祉事務所） 
第九条　福祉事務所は、この法律の施行に関し、

主として次の業務を行うものとする。 
一　母子家庭及び寡婦の福祉に関し、必要な実情

の把握に努めること。 
二　母子家庭及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、

必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれら
に付随する業務を行うこと。 

（児童委員の協力） 
第十条　児童福祉法 に定める児童委員は、この法

律の施行について、福祉事務所の長又は母子自
立支援員の行う職務に協力するものとする。 

第二章　基本方針等 

（基本方針） 
第十一条　厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の

生活の安定と向上のための措置に関する基本的
な方針（以下「基本方針」という。）を定めるも
のとする。 

２　基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 
一　母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の

動向に関する事項 
二　母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため

講じようとする施策の基本となるべき事項 
三　都道府県、市（特別区を含む。）及び福祉事務

所を設置する町村（以下「都道府県等」という。）
が、次条第一項の規定に基づき策定する母子家
庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に
関する計画（以下「母子家庭及び寡婦自立促進
計画」という。）の指針となるべき基本的な事項 

四　前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡
婦の生活の安定と向上のための措置に関する重

要事項 
３　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更しようとするときは、あらかじめ、関係
行政機関の長に協議するものとする。 

４　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれ
を変更したときは、遅滞なく、これを公表する
ものとする。 

（母子家庭及び寡婦自立促進計画） 
第十二条　都道府県等は、基本方針に即し、次に

掲げる事項を定める母子家庭及び寡婦自立促進
計画を策定し、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、母子福祉団体その他の関係者の意
見を反映させるために必要な措置を講ずるとと
もに、その内容を公表するものとする。 

一　当該都道府県等の区域における母子家庭及び
寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事
項 

二　当該都道府県等の区域において母子家庭及び
寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする
施策の基本となるべき事項 

三　福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援
その他母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上の
ために講ずべき具体的な措置に関する事項 

四　前三号に掲げるもののほか、母子家庭及び寡
婦の生活の安定と向上のための措置に関する重
要事項

第三章　母子家庭等に対する福祉の措置 

（母子福祉資金の貸付け） 
第十三条　都道府県は、配偶者のない女子で現に

児童を扶養しているもの又はその扶養している
児童に対し、配偶者のない女子の経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶
養している児童の福祉を増進するため、次に掲
げる資金を貸し付けることができる。 

一　事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 
二　配偶者のない女子が扶養している児童の修学

に必要な資金 
三　配偶者のない女子又はその者が扶養している

児童が事業を開始し、又は就職するために必要
な知識技能を習得するのに必要な資金 

四　前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女
子及びその者が扶養している児童の福祉のため
に必要な資金であつて政令で定めるもの 

２　都道府県は、前項に規定する資金のうち、そ
の貸付けの目的を達成するために一定の期間継
続して貸し付ける必要がある資金で政令で定め
るものについては、その貸付けの期間中に当該
児童が二十歳に達した後でも、政令で定めると
ころにより、なお継続してその貸付けを行うこ
とができる。 

３　都道府県は、第一項に規定する資金のうち、
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その貸付けの目的が児童の修学、知識技能の習
得等に係る資金であつて政令で定めるものを配
偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
に貸し付けている場合において、その修学、知
識技能の習得等の中途において当該配偶者のな
い女子が死亡したときは、政令で定めるところ
により、当該児童（二十歳以上である者を含む。）
がその修学、知識技能の習得等を終了するまで
の間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを
行うことができる。 

（母子福祉団体に対する貸付け） 
第十四条　都道府県は、政令で定める事業を行う

母子福祉団体であつてその事業に使用される者
が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養
しているものであるもの又はその者の自立の促
進を図るための事業として政令で定めるものを
行う母子福祉団体に対し、これらの事業につき、
前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けるこ
とができる。 

（償還の免除） 
第十五条　都道府県は、第十三条の規定による貸

付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は
精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、
当該貸付金を償還することができなくなつたと
認められるときは、議会の議決を経て、当該貸
付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除
することができる。ただし、政令で定める場合は、
この限りでない。 

２　都道府県は、第十三条第一項第四号に掲げる
資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた
者が、所得の状況その他政令で定める事由によ
り当該貸付金を償還することができなくなつた
と認められるときは、条例で定めるところによ
り、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免
除することができる。 

（政令への委任） 
第十六条　前三条に定めるもののほか、第十三条

及び第十四条の規定による貸付金（以下「母子
福祉資金貸付金」という。）の貸付金額の限度、
貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸
付けに関して必要な事項は、政令で定める。 

（居宅等における日常生活支援） 
第十七条　都道府県又は市町村（特別区を含む。

以下同じ。）は、配偶者のない女子で現に児童
を扶養しているもの又は配偶者と死別した男子
で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ず
る者として政令で定めるものであつて民法第
八百七十七条 の規定により現に児童を扶養して
いるもの（以下「配偶者のない者で現に児童を
扶養しているもの」と総称する。）がそれらの者

の疾病その他の理由により日常生活等に支障を
生じたと認められるときは、政令で定める基準
に従い、それらの者につき、それらの者の居宅
その他厚生労働省令で定める場所において、乳
幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的
知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、
指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜
であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、
又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当
該便宜を供与することを委託する措置を採るこ
とができる。 

（措置の解除に係る説明等） 
第十八条　都道府県知事又は市町村長は、前条の

措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措
置に係る者に対し、当該措置の解除の理由につ
いて説明するとともに、その意見を聴かなけれ
ばならない。ただし、当該措置に係る者から当
該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労
働省令で定める場合においては、この限りでな
い。 

（行政手続法の適用除外） 
第十九条　第十七条の措置を解除する処分につい

ては、行政手続法 （平成五年法律第八十八号）
第三章 （第十二条及び第十七条を除く。）の規定
は、適用しない。 

（事業の開始） 
第二十条　国及び都道府県以外の者は、厚生労働

省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生
労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出
て、母子家庭等日常生活支援事業（第十七条の
措置に係る者につき同条の厚生労働省令で定め
る便宜を供与する事業をいう。以下同じ。）を行
うことができる。 

（廃止又は休止） 
第二十一条　母子家庭等日常生活支援事業を行う

者は、その事業を廃止し、又は休止しようとす
るときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める
事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

（報告の徴収等） 
第二十二条　都道府県知事は、母子家庭等の福祉

のために必要があると認めるときは、母子家庭
等日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認
める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係
者に対して質問させ、若しくはその事務所に立
ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させるこ
とができる。 

２　前項の規定による質問又は立入検査を行う場
合においては、当該職員は、その身分を示す証
明書を携帯し、関係者の請求があるときは、こ
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れを提示しなければならない。 
３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解釈してはならない。 

（事業の停止等） 
第二十三条　都道府県知事は、母子家庭等日常生

活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれ
に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処
分に違反したとき、又はその事業に関し不当に
営利を図り、若しくは第十七条の措置に係る配
偶者のない者で現に児童を扶養しているもの等
の処遇につき不当な行為をしたときは、その事
業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を
命ずることができる。 

（受託義務） 
第二十四条　母子家庭等日常生活支援事業を行う

者は、第十七条の規定による委託を受けたとき
は、正当な理由がない限り、これを拒んではな
らない。 

（売店等の設置の許可） 
第二十五条　国又は地方公共団体の設置した事務

所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のな
い女子で現に児童を扶養しているもの又は母子
福祉団体からの申請があつたときは、その公共
的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務
用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、
美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、
美容所等の施設を設置することを許すように努
めなければならない。 

２　前項の規定により売店その他の施設を設置す
ることを許された者は、病気その他正当な理由
がある場合のほかは、自らその業務に従事し、
又は当該母子福祉団体が使用する配偶者のない
女子で現に児童を扶養しているものをその業務
に従事させなければならない。 

３　都道府県知事は、第一項に規定する売店その
他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、
当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と
協議を行い、かつ、公共的施設内における売店
等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調
査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童
を扶養しているもの及び母子福祉団体に知らせ
る措置を講じなければならない。 

（製造たばこの小売販売業の許可） 
第二十六条　配偶者のない女子で現に児童を扶養

しているものがたばこ事業法 （昭和五十九年法
律第六十八号）第二十二条第一項 の規定による
小売販売業の許可を申請した場合において同法
第二十三条 各号の規定に該当しないときは、財
務大臣は、その者に当該許可を与えるように努
めなければならない。 

２　前条第二項の規定は、前項の規定によりたば
こ事業法第二十二条第一項 の許可を受けた者に
ついて準用する。 

（公営住宅の供給に関する特別の配慮） 
第二十七条　地方公共団体は、公営住宅法 （昭和

二十六年法律第百九十三号）による公営住宅の
供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進さ
れるように特別の配慮をしなければならない。 

（保育所への入所に関する特別の配慮） 
第二十八条　市町村は、児童福祉法第二十四条第

三項 の規定により保育所に入所する児童を選考
する場合には、母子家庭等の福祉が増進される
ように特別の配慮をしなければならない。 

（雇用の促進） 
第二十九条　国及び地方公共団体は、就職を希望

する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図る
ため、事業主その他国民一般の理解を高めると
ともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公
共的施設における雇入れの促進等必要な措置を
講ずるように努めるものとする。 

２　公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促
進を図るため、求人に関する情報の収集及び提
供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援
助その他必要な措置を講ずるように努めるもの
とする。 

３　母子自立支援員その他母子家庭の福祉に関す
る機関並びに児童福祉法第四十四条の二 に規定
する児童家庭支援センター、同法第三十八条 に
規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並
びに公共職業安定所は、就職を希望する母子家
庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互
に協力しなければならない。 

第三十条　国は、前条第二項の規定に基づき公共
職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業
務を行うものとする。 

一　母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する
調査及び研究を行うこと。 

二　母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する
業務に従事する者その他の関係者に対する　研
修を行うこと。 

三　都道府県が行う次項に規定する業務（以下「母
子家庭就業支援事業」という。）について、都道
府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこ
と。 

２　都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及
び児童の雇用の促進を図るため、母子福祉団体
と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総
合的かつ一体的に行うことができる。 

一　母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する
相談に応じること。 
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二　母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向
上のために必要な措置を講ずること。 

三　母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、
雇用情報の提供その他母子家庭の母及び児童の
就職に関し必要な支援を行うこと。 

（母子家庭自立支援給付金） 
第三十一条　都道府県等は、配偶者のない女子で

現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び
就職の促進を図るため、政令で定めるところに
より、配偶者のない女子で現に児童を扶養して
いるもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金

（以下「母子家庭自立支援給付金」という。）を
支給することができる。 

一　配偶者のない女子で現に児童を扶養している
ものの求職活動の促進とその職業生活の安定と
を図るための給付金 

二　配偶者のない女子で現に児童を扶養している
ものの知識及び技能の習得を容易にするための
給付金 

三　前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、
政令で定めるもの

第四章　寡婦に対する福祉の措置 

（寡婦福祉資金の貸付け） 
第三十二条　第十三条第一項及び第三項の規定は、

寡婦（配偶者のない女子で現に児童を扶養して
いるものが同時に民法第八百七十七条 の規定に
より二十歳以上である子その他これに準ずる者
を扶養している場合において、その二十歳以上
である子その他これに準ずる者の福祉を増進す
るための資金の貸付けに関しては、当該配偶者
のない女子で現に児童を扶養しているものを含
む。この項及び附則第七条第二項において同じ。）
について準用する。この場合において、第十三
条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶
養しているもの」及び「配偶者のない女子」と
あるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあ
るのは「民法第八百七十七条 の規定により扶養
している二十歳以上である子その他これに準ず
る者」と、同条第三項 中「児童の」とあるのは

「二十歳以上である子その他これに準ずる者の」
と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養してい
るもの」とあり、及び「配偶者のない女子」と
あるのは「寡婦」と、「児童（二十歳以上である
者を含む。）」とあるのは「二十歳以上である子
その他これに準ずる者」と読み替えるものとす
る。 

２　民法第八百七十七条 の規定により現に扶養す
る子その他これに準ずる者のない寡婦について
は、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超え
るときは、前項において準用する第十三条第一
項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。

ただし、政令で定める特別の事情がある者につ
いては、この限りでない。 

３　第十四条の規定は、同条に規定する政令で定
める事業を行う母子福祉団体であつてその事業
に使用される者が主として配偶者のない女子で
現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるも
の並びに寡婦の自立の促進を図るための事業と
して政令で定めるものを行う母子福祉団体につ
いて準用する。この場合において、同条中「前
条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第
三十二条第一項において準用する第十三条第一
項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとす
る。 

４　第十五条第一項の規定は、第一項において準
用する第十三条第一項及び第三項の規定による
貸付金の貸付けを受けた者について準用する。
この場合において、第十五条第一項中「第十三条」
とあるのは、「第三十二条第一項において準用す
る第十三条第一項及び第三項」と読み替えるも
のとする。 

５　第十六条の規定は、第一項において準用する
第十三条第一項及び第三項並びに第三項におい
て準用する第十四条に規定する貸付金（以下「寡
婦福祉資金貸付金」という。）について準用する。
この場合において、第十六条中「前三条」とあ
るのは「第三十二条において準用する第十三条
第一項及び第三項、第十四条並びに第十五条第
一項」と、「第十三条及び第十四条の規定による
貸付金（以下「母子福祉資金貸付金」という。）」
とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福
祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸
付金の」と読み替えるものとする。 

６　都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを
受けることができるものについては、寡婦福祉
資金貸付金の貸付けを行わないことができる。 

（寡婦日常生活支援事業） 
第三十三条　都道府県又は市町村は、寡婦がその

者の疾病その他の理由により日常生活等に支障
を生じたと認められるときは、政令で定める基
準に従い、その者につき、その者の居宅その他
厚生労働省令で定める場所において、食事の世
話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生
業に関する助言、指導その他の日常生活等を営
むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定め
るものを供与し、又は当該都道府県若しくは市
町村以外の者に当該便宜を供与することを委託
する措置を採ることができる。 

２　第十八条及び第十九条の規定は、前項の措置
について準用する。 

３　母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、厚
生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、
厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届
け出て、寡婦日常生活支援事業（第一項の措置
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に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める
便宜を供与する事業をいう。以下同じ。）を行う
ことができる。 

４　第二十一条から第二十四条までの規定は、寡
婦日常生活支援事業を行う者について準用す
る。この場合において、第二十二条第二項中「前
項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあ
るのは「第三十三条第四項において準用する第
二十二条第一項」と、第二十三条中「第十七条」
とあるのは「第三十三条第一項」と、「配偶者の
ない者で現に児童を扶養しているもの」とある
のは「寡婦」と、第二十四条中「第十七条」と
あるのは「第三十三条第一項」と読み替えるも
のとする。 

（売店等の設置の許可等） 
第三十四条　第二十五条、第二十六条及び第

二十九条の規定は、寡婦について準用する。こ
の場合において、第二十五条第一項中「配偶者
のない女子で現に児童を扶養しているもの又は
母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第
三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養し
ているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡
婦」と、第二十六条中「配偶者のない女子で現
に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」
と読み替えるものとする。 

２　第二十五条第一項の規定により売店その他の
施設を設置することを許された母子福祉団体は、
同条第二項の規定にかかわらず、当該母子福祉
団体が使用する寡婦をその業務に従事させるこ
とができる。 

（寡婦就業支援事業等） 
第三十五条　国は、前条において準用する第

二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所
が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うも
のとする。 

一　寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行
うこと。 

二　寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者
その他の関係者に対する研修を行うこと。 

三　都道府県が行う次項に規定する業務（以下「寡
婦就業支援事業」という。）について、都道府県
に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。 

２　都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促
進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図
りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に
行うことができる。 

一　寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。 
二　寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な

措置を講ずること。 
三　寡婦及び事業主に対し、雇用情報の提供その

他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。

第五章　福祉資金貸付金に関する特別会計等 

（特別会計） 
第三十六条　都道府県は、母子福祉資金貸付金及

び寡婦福祉資金貸付金（以下「福祉資金貸付金」
と総称する。）の貸付けを行うについては、特別
会計を設けなければならない。 

２　前項の特別会計においては、一般会計からの
繰入金、次条第一項の規定による国からの借入
金（以下「国からの借入金」という。）、福祉資
金貸付金の償還金（当該福祉資金貸付金に係る
政令で定める収入を含む。以下同じ。）及び附属
雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、
同条第二項及び第四項の規定による国への償還
金、同条第五項の規定による一般会計への繰入
金並びに貸付けに関する事務に要する費用をも
つてその歳出とする。 

３　都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余
金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の
特別会計の歳入に繰り入れなければならない。 

４　第二項に規定する貸付けに関する事務に要す
る費用の額は、同項の規定に基づく政令で定め
る収入のうち収納済となつたものの額に政令で
定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充て
るための一般会計からの繰入金の額との合計額
を超えてはならない。 

（国の貸付け等） 
第三十七条　国は、都道府県が福祉資金貸付金の

財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に
相当する金額を、当該繰入れが行われる年度に
おいて、無利子で、当該都道府県に貸し付ける
ものとする。 

２　都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の
特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定め
る額を超えるときは、その超える額に第一号に
掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合
を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定め
るところにより国に償還しなければならない。 

一　当該年度の前々年度までの国からの借入金の
総額（この項及び第四項の規定により国に償還
した金額を除く。） 

二　前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の
前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特
別会計に繰り入れた金額の総額（第五項の規定
により一般会計に繰り入れた金額を除く。）との
合計額 

３　前項の政令で定める額は、当該都道府県の福
祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみ
て、同項の剰余金の額が著しく多額である都道
府県について同項の規定が適用されるように定
めるものとする。 

４　都道府県は、第二項に規定するもののほか、
毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生
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じない限りにおいて、国からの借入金の総額の
一部に相当する金額を国に償還することができ
る。 

５　都道府県は、毎年度、第二項又は前項の規定
により国への償還を行つた場合に限り、政令で
定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源
として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部
に相当する金額を、政令で定めるところにより
一般会計に繰り入れることができる。 

６　都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃
止したときは、その際における福祉資金貸付金
の未貸付額及びその後において支払を受けた福
祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第一号
に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割
合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めると
ころにより国に償還しなければならない。 

一　国からの借入金の総額（第二項及び第四項の
規定により国に償還した金額を除く。） 

二　前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸
付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の
総額（前項の規定により一般会計に繰り入れた
金額を除く。）との合計額 

７　第一項の規定による国の貸付け並びに第二項、
第四項及び前項の規定による国への償還の手続
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

第六章　母子福祉施設 

（母子福祉施設） 
第三十八条　都道府県、市町村、社会福祉法人そ

の他の者は、母子家庭の母及び児童が、その心
身の健康を保持し、生活の向上を図るために利
用する母子福祉施設を設置することができる。 

（施設の種類） 
第三十九条　母子福祉施設の種類は、次のとおり

とする。 
一　母子福祉センター 
二　母子休養ホーム 
２　母子福祉センターは、無料又は低額な料金で、

母子家庭に対して、各種の相談に応ずるととも
に、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭
の福祉のための便宜を総合的に供与することを
目的とする施設とする。 

３　母子休養ホームは、無料又は低額な料金で、
母子家庭に対して、レクリエーシヨンその他休
養のための便宜を供与することを目的とする施
設とする。 

（施設の設置） 
第四十条　市町村、社会福祉法人その他の者が母

子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法 の
定めるところによらなければならない。 

（寡婦の施設の利用） 
第四十一条　母子福祉施設の設置者は、寡婦に、

母子家庭に準じて母子福祉施設を利用させるこ
とができる。 

第七章　費用 

（市町村の支弁） 
第四十二条　次に掲げる費用は、市町村の支弁と

する。 
一　第十七条の規定により市町村が行う母子家庭

等日常生活支援事業の実施に要する費用 
二　第三十一条の規定により市町村が行う母子家

庭自立支援給付金の支給に要する費用 
三　第三十三条第一項の規定により市町村が行う

寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用 

（都道府県の支弁） 
第四十三条　次に掲げる費用は、都道府県の支弁

とする。 
一　第十七条の規定により都道府県が行う母子家

庭等日常生活支援事業の実施に要する費用 
二　第三十条第二項の規定により都道府県が行う

母子家庭就業支援事業の実施に要する費用 
三　第三十一条の規定により都道府県が行う母子

家庭自立支援給付金の支給に要する費用 
四　第三十三条第一項の規定により都道府県が行

う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用 
五　第三十五条第二項の規定により都道府県が行

う寡婦就業支援事業の実施に要する費用 

（都道府県の補助） 
第四十四条　都道府県は、政令で定めるところに

より、第四十二条の規定により市町村が支弁し
た費用のうち、同条第一号及び第三号の費用に
ついては、その四分の一以内を補助することが
できる。 

（国の補助） 
第四十五条　国は、政令で定めるところにより、

第四十二条の規定により市町村が支弁した費用
のうち、同条第一号及び第三号の費用について
はその二分の一以内を、同条第二号の費用につ
いてはその四分の三以内を補助することができ
る。 

２　国は、政令で定めるところにより、第四十三
条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、
同条第一号、第二号、第四号及び第五号の費用
についてはその二分の一以内を、同条第三号の
費用についてはその四分の三以内を補助するこ
とができる。 

第八章　雑則 
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（大都市等の特例） 
第四十六条　この法律中都道府県が処理するこ

ととされている事務で政令で定めるものは、地
方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第
二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下

「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条
の二十二第一項 の中核市（以下「中核市」とい
う。）においては、政令で定めるところにより、
指定都市又は中核市（以下「指定都市等」とい
う。）が処理するものとする。この場合において
は、この法律中都道府県に関する規定は、指定
都市等に関する規定として、指定都市等に適用
があるものとする。 

（実施命令） 
第四十七条　この法律に特別の規定があるものを

除くほか、この法律の実施のための手続その他
その執行について必要な細則は、厚生労働省令
で定める。 

　　　附　則 （略）
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子ども・若者育成支援推進法
（平成二十一年七月八日法律第七十一号）

第一章　総則 

（目的）
第一条　この法律は、子ども・若者が次代の社

会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発
展の基礎をなすものであることにかんがみ、日
本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念に
のっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、
社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど
も・若者の問題が深刻な状況にあることを踏ま
え、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若
者が社会生活を円滑に営むことができるように
するための支援その他の取組（以下「子ども・
若者育成支援」という。）について、その基本理念、
国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本と
なる事項を定めるとともに、子ども・若者育成
支援推進本部を設置すること等により、他の関
係法律による施策と相まって、総合的な子ども・
若者育成支援のための施策（以下「子ども・若
者育成支援施策」という。）を推進することを目
的とする。 

（基本理念）
第二条　子ども・若者育成支援は、次に掲げる事

項を基本理念として行われなければならない。 
一　一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、

社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人
としての自己を確立し、他者とともに次代の社
会を担うことができるようになることを目指す
こと。 

二　子ども・若者について、個人としての尊厳が
重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けること
がないようにするとともに、その意見を十分に
尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。 

三　子ども・若者が成長する過程においては、様々
な社会的要因が影響を及ぼすものであるととも
に、とりわけ良好な家庭的環境で生活すること
が重要であることを旨とすること。 

四　子ども・若者育成支援において、家庭、学校、
職域、地域その他の社会のあらゆる分野におけ
るすべての構成員が、各々の役割を果たすとと
もに、相互に協力しながら一体的に取り組むこ
と。 

五　子ども・若者の発達段階、生活環境、特性そ
の他の状況に応じてその健やかな成長が図られ
るよう、良好な社会環境（教育、医療及び雇用
に係る環境を含む。以下同じ。）の整備その他必
要な配慮を行うこと。 

六　教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、
雇用その他の各関連分野における知見を総合し

て行うこと。 
七　修学及び就業のいずれもしていない子ども・

若者その他の子ども・若者であって、社会生活
を円滑に営む上での困難を有するものに対して
は、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・
若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を
行うこと。 

（国の責務）
第三条　国は、前条に定める基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、子ども・若者育
成支援施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。 

（地方公共団体の責務）
第四条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、

子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方
公共団体との連携を図りつつ、その区域内にお
ける子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。 

（法制上の措置等）
第五条　政府は、子ども・若者育成支援施策を実

施するため必要な法制上又は財政上の措置その
他の措置を講じなければならない。 

（年次報告）
第六条　政府は、毎年、国会に、我が国における

子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・
若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を
提出するとともに、これを公表しなければなら
ない。 

第二章　子ども・若者育成支援施策 

（子ども・若者育成支援施策の基本）
第七条　子ども・若者育成支援施策は、基本理念

にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相
互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般
の理解と協力の下に、関連分野における総合的
な取組として行われなければならない。 

（子ども・若者育成支援推進大綱）
第八条　子ども・若者育成支援推進本部は、子ど

も・若者育成支援施策の推進を図るための大綱
（以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。）
を作成しなければならない。 

２　子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げ
る事項について定めるものとする。 

一　子ども・若者育成支援施策に関する基本的な
方針 

二　子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げ
る事項

イ　教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、
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雇用その他の各関連分野における施策に関する
事項

ロ　子ども・若者の健やかな成長に資する良好な
社会環境の整備に関する事項

ハ　第二条第七号に規定する支援に関する事項
ニ　イからハまでに掲げるもののほか、子ども・

若者育成支援施策に関する重要事項
三　子ども・若者育成支援施策を総合的に実施す

るために必要な国の関係行政機関、地方公共団
体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四　子ども・若者育成支援に関する国民の理解の
増進に関する事項 

五　子ども・若者育成支援施策を推進するために
必要な調査研究に関する事項 

六　子ども・若者育成支援に関する人材の養成及
び資質の向上に関する事項 

七　子ども・若者育成支援に関する国際的な協力
に関する事項 

八　前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育
成支援施策を推進するために必要な事項 

３　子ども・若者育成支援推進本部は、第一項の
規定により子ども・若者育成支援推進大綱を作
成したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならない。これを変更したときも、同様とする。 

（都道府県子ども・若者計画等）
第九条　都道府県は、子ども・若者育成支援推進

大綱を勘案して、当該都道府県の区域内におけ
る子ども・若者育成支援についての計画（以下
この条において「都道府県子ども・若者計画」
という。）を作成するよう努めるものとする。 

２　市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都
道府県子ども・若者計画が作成されているとき
は、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府
県子ども・若者計画）を勘案して、当該市町村
の区域内における子ども・若者育成支援につい
ての計画（次項において「市町村子ども・若者
計画」という。）を作成するよう努めるものとす
る。 

３　都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若
者計画又は市町村子ども・若者計画を作成した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければなら
ない。これを変更したときも、同様とする。 

（国民の理解の増進等）
第十条　国及び地方公共団体は、子ども・若者育

成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、そ
の理解と協力を得るとともに、社会を構成する
多様な主体の参加による自主的な活動に資する
よう、必要な啓発活動を積極的に行うものとす
る。 

（社会環境の整備）
第十一条　国及び地方公共団体は、子ども・若者

の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の
子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社
会環境の整備について、必要な措置を講ずるよ
う努めるものとする。 

（意見の反映）
第十二条　国は、子ども・若者育成支援施策の策

定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国
民の意見をその施策に反映させるために必要な
措置を講ずるものとする。 

（子ども・若者総合相談センター）
第十三条　地方公共団体は、子ども・若者育成

支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その
他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点（第
二十条第三項において「子ども・若者総合相談
センター」という。）としての機能を担う体制を、
単独で又は共同して、確保するよう努めるもの
とする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第十四条　国は、子ども・若者育成支援施策に関し、

地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が
行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活
動を支援するため、情報の提供その他の必要な
措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章　子ども・若者が社会生活を円滑に営むこ
とができるようにするための支援 

（関係機関等による支援）
第十五条　国及び地方公共団体の機関、公益社団

法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法
（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する
特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経
験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、
矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育
成支援に関連する分野の事務に従事するもの（以
下「関係機関等」という。）は、修学及び就業の
いずれもしていない子ども・若者その他の子ど
も・若者であって、社会生活を円滑に営む上で
の困難を有するものに対する次に掲げる支援（以
下この章において単に「支援」という。）を行う
よう努めるものとする。 

一　社会生活を円滑に営むことができるようにす
るために、関係機関等の施設、子ども・若者の
住居その他の適切な場所において、必要な相談、
助言又は指導を行うこと。 

二　医療及び療養を受けることを助けること。 
三　生活環境を改善すること。 
四　修学又は就業を助けること。 
五　前号に掲げるもののほか、社会生活を営むた

めに必要な知識技能の習得を助けること。 
六　前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑
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に営むことができるようにするための援助を行
うこと。 

２　関係機関等は、前項に規定する子ども・若者
に対する支援に寄与するため、当該子ども・若
者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活
を営むことに関係する者に対し、相談及び助言
その他の援助を行うよう努めるものとする。 

（関係機関等の責務）
第十六条　関係機関等は、必要な支援が早期かつ

円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとると
ともに、必要な支援を継続的に行うよう努める
ものとする。 

一　前条第一項に規定する子ども・若者の状況を
把握すること。 

二　相互に連携を図るとともに、前条第一項に規
定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家
族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営む
ことに関係する者を必要に応じて速やかに適切
な関　係機関等に誘導すること。 

三　関係機関等が行う支援について、地域住民に
周知すること。 

（調査研究の推進）
第十七条　国及び地方公共団体は、第十五条第一

項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に
営む上での困難を有することとなった原因の究
明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行
うよう努めるものとする。 

（人材の養成等）
第十八条　国及び地方公共団体は、支援が適切に

行われるよう、必要な知見を有する人材の養成
及び資質の向上並びに第十五条第一項各号に掲
げる支援を実施するための体制の整備に必要な
施策を講ずるよう努めるものとする。 

（子ども・若者支援地域協議会）
第十九条　地方公共団体は、関係機関等が行う支

援を適切に組み合わせることによりその効果的
かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同し
て、関係機関等により構成される子ども・若者
支援地域協議会（以下「協議会」という。）を置
くよう努めるものとする。 

２　地方公共団体の長は、協議会を設置したとき
は、内閣府令で定めるところにより、その旨を
公示しなければならない。 

（協議会の事務等）
第二十条　協議会は、前条第一項の目的を達する

ため、必要な情報の交換を行うとともに、支援
の内容に関する協議を行うものとする。 

２　協議会を構成する関係機関等（以下「構成機
関等」という。）は、前項の協議の結果に基づき、

支援を行うものとする。 
３　協議会は、第一項に規定する情報の交換及び

協議を行うため必要があると認めるとき、又は
構成機関等による支援の実施に関し他の構成機
関等から要請があった場合において必要がある
と認めるときは、構成機関等（構成機関等に該
当しない子ども・若者総合相談センターとして
の機能を担う者を含む。）に対し、支援の対象と
なる子ども・若者に関する情報の提供、意見の
開陳その他の必要な協力を求めることができる。 

（子ども・若者支援調整機関）
第二十一条　協議会を設置した地方公共団体の長

は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を
限り子ども・若者支援調整機関（以下「調整機関」
という。）として指定することができる。 

２　調整機関は、協議会に関する事務を総括する
とともに、必要な支援が適切に行われるよう、
協議会の定めるところにより、構成機関等が行
う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の
構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成
機関等相互の連絡調整を行うものとする。 

（子ども・若者指定支援機関）
第二十二条　協議会を設置した地方公共団体の長

は、当該協議会において行われる支援の全般に
ついて主導的な役割を果たす者を定めることに
より必要な支援が適切に行われることを確保す
るため、構成機関等（調整機関を含む。）のうち
から一の団体を限り子ども・若者指定支援機関

（以下「指定支援機関」という。）として指定す
ることができる。 

２　指定支援機関は、協議会の定めるところによ
り、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援
の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十五条第
一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施す
るものとする。 

（指定支援機関への援助等）
第二十三条　国及び地方公共団体は、指定支援機

関が前条第二項の業務を適切に行うことができ
るようにするため、情報の提供、助言その他必
要な援助を行うよう努めるものとする。 

２　国は、必要な支援があまねく全国において効
果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるも
ののほか、指定支援機関の指定を行っていない
地方公共団体（協議会を設置していない地方公
共団体を含む。）に対し、情報の提供、助言その
他必要な援助を行うものとする。 

３　協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対
し、支援の対象となる子ども・若者に関する情
報の提供その他必要な協力を行うよう努めるも
のとする。 
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（秘密保持義務）
第二十四条　協議会の事務（調整機関及び指定支

援機関としての事務を含む。以下この条におい
て同じ。）に従事する者又は協議会の事務に従事
していた者は、正当な理由なく、協議会の事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項）
第二十五条 　第十九条から前条までに定めるもの

のほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事
項は、協議会が定める。

 
第四章　子ども・若者育成支援推進本部 

（設置）
第二十六条　内閣府に、特別の機関として、子ど

も・若者育成支援推進本部（以下「本部」という。）
を置く。 

（所掌事務等）
第二十七条　本部は、次に掲げる事務をつかさど

る。 
一　子ども・若者育成支援推進大綱を作成し、及

びその実施を推進すること。 
二　前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成

支援に関する重要な事項について審議すること。 
三 　前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定

により本部に属させられた事務 
２　本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行する

ため、必要に応じ、地方公共団体又は協議会の
意見を聴くものとする。 

（組織）
第二十八条　本部は、子ども・若者育成支援推進

本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及
び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組
織する。 

（子ども・若者育成支援推進本部長）
第二十九条　本部の長は、子ども・若者育成支援

推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内
閣総理大臣をもって充てる。 

２　本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員
を指揮監督する。 

（子ども・若者育成支援推進副本部長）
第三十条　本部に、子ども・若者育成支援推進副

本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内
閣官房長官並びに内閣府設置法（平成十一年法
律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担
当大臣であって同項の規定により命を受けて同
法第四条第一項第十四号に掲げる事項に関する
事務及びこれに関連する同条第三項に規定する
事務を掌理するものをもって充てる。 

２ 　副本部長は、本部長の職務を助ける。 

（子ども・若者育成支援推進本部員）
第三十一条　本部に、子ども・若者育成支援推進

本部員（次項において「本部員」という。）を置く。 
２ 　本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 
一　国家公安委員会委員長 
二　総務大臣 
三　法務大臣 
四　文部科学大臣 
五　厚生労働大臣 
六　経済産業大臣 
七 　前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本

部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣
が指定する者 

（資料提出の要求等）
第三十二条　本部は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることができる。 

２　本部は、その所掌事務を遂行するために特に
必要があると認めるときは、前項に規定する者
以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ
とができる。 

（政令への委任）
第三十三条　第二十六条から前条までに定めるも

ののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事
項は、政令で定める。 

第五章　罰則 

第三十四条　第二十四条の規定に違反した者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
る。 

　　　附　則（抄）
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。 

（検討）
第二条 　政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、我が国における子ども・若者
をめぐる状況及びこの法律の施行の状況を踏ま
え、子ども・若者育成支援施策の在り方につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。 
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滋賀県子ども条例
（平成 18年滋賀県条例第３号）

　　私たちの滋賀は、母なる琵琶湖を抱き山々に
囲まれ、豊かな風土、歴史、文化に恵まれた地
であり、多くの人が住み続けたいと思う暮らし
やすく活力のある県である。この滋賀の地にお
いて生まれ育つすべての子どもが健やかに成長
していくことは、県民すべての願いである。こ
の滋賀の未来に向けて、私たちは、子どもが大
きく夢をはぐくみ社会の希望として心身ともに
健全に育てられる環境づくりに取り組んでいか
なければならない。

　　これまで、私たちは、大人中心に物事を考え、
豊かさや便利さを追い求めてきた。その結果、
家庭では、過保護、子どもの虐待など養育力や
教育力の低下がみられるようになり、地域社会
では、人間関係や社会意識の希薄化が見受けら
れ、子どもが安全に安心して育つ場が失われつ
つある。また、情報技術の進歩やその普及が、
無防備に子どもが有害情報に触れる機会をもた
らし、目的意識を持たない子どもの増加などが
ニートの問題などを生み出すなど、子どもに様々
な影響を及ぼしている。

　　私たち県民は、今こそ、子どもが将来自立し
た社会の担い手として育つためには、何をなす
べきか、子どもにとって何が幸せかを社会全体
で考えていかなければならない。家庭では、家
族の深い愛情と理解によって子どもの豊かな人
格を形成するとともに、自立性を培い、地域社
会では、子どもの社会性を養うとともに、地域
全体で子どもの安全を守り、育ち学ぶ施設では、
自ら学び、考え、行動する「生きる力」や勤労
観を育成することが求められている。また、県は、
子どもの虐待の防止など子どもの人権を保障す
る取組を進めるとともに、地域の人々の子ども
への関心を高める施策や子どもの居場所づくり
などの取組を進めなければならない。

　　私たち県民は、ともに手をとりあって、子ど
もが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、
子どもを安心して育てることのできる環境づく
りに取り組み、滋賀で生まれたことの良さと滋
賀で子どもを生み育てることの良さを実感でき
る社会である「子どもの世紀」の実現を目指す
ことを決意し、この条例を制定する。

（目的）
第１条　この条例は、子どもが人権を尊重され夢

を持って健やかに育ち、子どもを安心して育て
ることのできる環境づくり（以下「育ち・育て
る環境づくり」という。）について、基本理念を
定め、県等の責務を明らかにするとともに、県
の施策の基本となる事項を定め、育ち・育てる

環境づくりのための施策を総合的かつ計画的に
推進することにより、もって次代の社会を担う
すべての子どもを健やかにはぐくむ社会の実現
に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　この条例において「子ども」とは、１８

歳未満の者をいう。
２　この条例において「育ち学ぶ施設」とは、児

童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に規定す
る児童福祉施設および学校教育法（昭和 22 年
法律第 26 号）に規定する学校その他の施設の
うち、子どもが入所し、通所し、または通学す
る施設をいう。

（基本理念）
第３条　育ち・育てる環境づくりは、子どもが愛

情深く大切に育てられるとともに、様々な人々
とかかわり、多様な体験をし、および学ぶこと
により人間性と能力を豊かにはぐくみ、自立し
た社会の担い手として育つことを旨として推進
されなければならない。

２　育ち・育てる環境づくりは、子どもが次代の
社会を担う大切な存在であるという認識の下に、
社会全体で子どもを育てるとともに、子どもの
成長を支援することを旨として推進されなけれ
ばならない。

３　育ち・育てる環境づくりは、子どもにとって
最善の利益が考慮されることを旨として推進さ
れなければならない。

（県の責務）
第４条　県は、前条に定める育ち・育てる環境づ

くりについての基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、育ち・育てる環境づくりに
関する基本的かつ総合的な施策を策定し、およ
び実施するものとする。

２　県は、前項の施策を推進するに当たっては、
国および市町との適切な役割分担を踏まえると
ともに、相互に連携を図るものとする。

（保護者の責務）
第５条　父母、里親その他の保護者（以下「保護者」

という。）は、家庭が子どもの育つ基盤であり、
自らが子育てについて第一義的な責任を有する
という認識の下に、基本理念にのっとり、深い
愛情の中で子どもを健やかに育てなければなら
ない。

（県民の責務）
第６条　県民は、子どもが地域住民、地域で様々

な活動を行う事業者または団体等とかかわりを
持ちながらはぐくまれるという認識の下に、基
本理念にのっとり、子どもの成長および子育て
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に関心を持ち、地域社会において、育ち・育て
る環境づくりに相互に協力して取り組むよう努
めるとともに、県が実施する育ち・育てる環境
づくりに関する施策に協力するよう努めなけれ
ばならない。

（育ち学ぶ施設の責務）
第７条　育ち学ぶ施設は、基本理念にのっとり、

保護者および地域社会との連携を図りながら、
子どもが安心して育ち、学ぶ環境づくりに努め
なければならない。

（大綱の策定）
第８条　知事は、県、保護者、県民および育ち学

ぶ施設が一体となって育ち・育てる環境づくり
に取り組むための指針として、育ち・育てる環
境づくりに関する大綱（以下「大綱」という。）
を策定するものとする。

２　大綱には、次に掲げる事項を定めるものとす
る。

(1) 育ち・育てる環境づくりに保護者、県民および
育ち学ぶ施設（以下「県民等」という。）が取り
組むに当たっての行動の基本となる指針

(2) 育ち・育てる環境づくりに関する施策の総合的
な推進を図るための指針

(3) その他育ち・育てる環境づくりの取組に関し必
要な事項

３　知事は、大綱を策定するに当たっては、あら
かじめ県民の意見を反映することができるよう、
必要な措置を講ずるものとする。

４　知事は、大綱を策定したときは、これを公表
するものとする。

５　前２項の規定は、大綱の変更について準用す
る。

（広報活動等）
第９条　県は、育ち・育てる環境づくりに関する

県民等の理解を深めるため、広報活動、情報の
提供、学習機会の提供その他の必要な措置を講
ずるものとする。

（県民等の活動に対する支援）
第 10 条　県は、育ち・育てる環境づくりに関す

る活動への県民等の主体的な参画を促進すると
ともに、県民等またはその組織する団体が行う
育ち・育てる環境づくりに関する活動に対して、
情報の提供、交流機会の提供その他の必要な支
援を行うものとする。

（市町に対する助言等）
第 11 条　県は、市町に対して、育ち・育てる環境

づくりに関する施策の策定および実施について、
必要な助言および協力を行うものとする。

（計画の策定）
第 12 条　知事は、子どもの虐待の防止その他の育

ち・育てる環境づくりに関し必要となる施策を
計画的に実施するために必要があると認めると
きは、当該施策に関する実施計画を策定するも
のとする。

（相談の処理）
第 13 条　知事は、子どもの虐待、いじめその他の

育ち・育てる環境づくりを推進するに当たって
の各般の問題について、子どもをはじめとする
県民等から相談の申出があった場合は、当該申
出の適切な処理を行うものとする。

２　知事は、前項の申出に係る相談に応じ、必要
な調査および助言を行うほか、関係行政機関へ
の通知その他申出の処理のため必要な措置を講
ずるものとする。

（拠点の整備）
第 14 条　県は、県民等による育ち・育てる環境づ

くりのための活動等を推進するための拠点を整
備するものとする。

（その他）
第 15 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。

　　　付　則
この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。
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滋賀県子ども育成大綱
～子どもの育ち・育てる環境づくりのために～

（平成１９年３月策定）

Ⅰ　策定の趣旨
　　近年、家庭での養育力や教育力の低下、地域

社会における人間関係や社会意識の希薄化が見
受けられ、子どもが安全に安心して育つ場が失
われつつあります。今こそ、子どもが将来自立
した社会の担い手として育つために、私たちは
何をなすべきか、子どもにとって何が幸せかを
社会全体で考えていかなければなりません。

　　すべての子どもが健やかに成長していくこと
は県民すべての願いであり、子どもが大きく夢
をはぐくみ社会の希望として心身ともに健全に
育てられる環境づくりに私たち大人が取り組め
るよう、滋賀県子ども条例に基づき「滋賀県子
ども育成大綱」を定め、保護者（家庭）、県民（地
域社会）および育ち学ぶ施設（学校、児童福祉
施設）の行動の基本となる指針、ならびに県の
施策の総合的な推進を図るための指針とします。

Ⅱ　基本的な考え方
　　すべての子どもが人権を尊重され夢をもって

健やかに育ち、子どもを安心して育てることの
できる環境づくり（＝育ち・育てる環境づくり）
を進めていくため、保護者、県民、育ち学ぶ施設、
および県がそれぞれの立場で責任と役割を果た
すとともに、一体となって、総合的な取組を展
開します。

１　（１）保護者
　　家庭が子どもの育つ基盤であり、自らが

子育てについて第一義的な責任を有すると
いう認識の下に、深い愛情の中で子どもを
健やかに育てます。

　　（２）県民
　　子どもが県民とかかわりを持ちながらは

ぐくまれるという認識の下に、子どもの成
長および子育てに関心を持ち、地域社会に
おいて育ち・育てる環境づくりに相互に協
力して取り組みます。

　　（３）育ち学ぶ施設
　　保護者および地域社会と連携を図りなが

ら、子どもが安心して育ち、学ぶ環境づく
りに取り組みます。

２　県
　　育ち・育てる環境づくりに関する施策を総合

的に推進します。

Ⅲ　各主体の取組指針

１－（１）保護者の行動指針

～家庭では～

　　子どもは、家庭のなかで、基本的な生活習慣
などを身につけます。保護者の生活や行動様式、
考え方は、一つひとつが子どもに大きな影響を
及ぼします。保護者には、家族の絆を大切にし、
いつも子どもが見ているという意識を持ちなが
ら、子どもをしっかりと見守ることが求められ
ます。

（１）家族の絆を大切にしましょう。
　　人を思いやる心、豊かな人間関係をつくる力

を子どもが身につけていくために、家族が互い
に信頼し合い、尊敬し合い、思いやりに包まれ
た家庭をつくっていかなければなりません。

（２）子どもを愛情深く育てましょう。
　　子どもを深い愛情の中で育てることにより、

子どもは家庭のなかでの存在感を実感します。
子どもからの話には、しっかりと耳を傾け、良
いことはほめ、悪いことはしっかりと叱るとい
う厳しさも必要です。また、心配や悩みなどが
ないか、日頃から子どもの様子に目を配ること
が大切です。

（３）子どもの立場を考えた叱り方をしましょう。
　　しつけは必要ですが、感情的になって、子ど

もの心や身体を傷つけるような行き過ぎた叱り
方は、虐待につながるおそれがあります。叱る
時には、子どもの立場になって考えることが大
切です。

（４）規則正しい生活リズムを身につけさせましょ
う。

　　不規則になりがちな大人の生活が、子どもの
成長に影響を及ぼします。大人がしっかりと意
識して、睡眠や食事など規則正しい生活のリズ
ムを子どもに身につけさせていくことは、子ど
もの健やかな成長のために大切です。

（５）ルールを守る大切さを教えましょう。
　　日常の生活を通して、生活や社会のルールを

子どもに身につけさせることが重要です。様々
な人と交流する機会を通じて社会のマナーが身
についていくことから、地域の行事や活動など
に子どもと一緒に参加することも大切です。

（６）人権を大切にする心を育てましょう。
　　いのちの大切さや思いやりなど、人権を尊重

する意識、態度を、家族などの身近な人とのか
かわりのなかで身につけていきます。家族一人
ひとりが人権意識を高めていかなければなりま
せん。

（７）様々な危険を理解させ、自ら身を守ることを
教えましょう。

　　子どもが巻き込まれる犯罪、災害、交通事故
などの様々な危険や有害な環境について、子ど
もに正しく理解させ、自ら身を守ることを教え
るとともに、保護者自身がしっかりと見守るこ
とが大切です。
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（８）子育ての交流の輪を広げましょう。
　　子育て学習会への参加や、育児経験者との交

流を通じて子育てに自信を深め、子育てサーク
ルの活動などでの仲間づくりや仲間同士での助
け合いが大切です。

１－（２）県民の行動指針

～地域社会では～

　　子どもは生まれ育った地域社会、地域の人々
から、様々な影響を受け成長します。地域の大
人が、地域や社会のルールをしっかりと子ども
に教え、大人自身がルールを守る態度を示して
いくことが大切です。地域の人々が互いに思い
やり、人権を大切にしながら地域の絆を深め、
子どもをしっかりと見守っていく必要がありま
す。

（１）子育てや子どもの育ちにもっと関心を持ちま
しょう。

　　子どもは社会の宝です。もっと子どもに関心
を持ち、温かい気持ちで子育て家庭を見守りな
がら、みんなで子育てや子どもの育ちを支援し
ていくことが大切です。

（２）大人が子どもに手本を示しましょう。
　　子どもは大人の行動を見ています。大人自ら

が日頃の行いや態度で社会のマナーなど正しい
手本を子どもに示さなければなりません。

（３）地域の絆を深めましょう。
　　子どもからお年寄りまで、地域の住民がふれ

あい、互いに助け合えるコミュニティにしてい
くことが大切です。

（４）子どもの安全を見守り、 安心して過ごせる地
域づくりに協力しましょう。

　　子どもが地域で安全に、安心して暮らせるよ
う、子どもをしっかりと見守る地域づくりが大
切です。

（５）虐待の疑いがあると思ったらすぐ連絡しま
しょう。

　　虐待は、子どもの心や身体を傷つけるだけで
なく、生命をも奪ってしまうおそれがあること
から、虐待の疑いがあると思ったら、速やかに
市町の窓口や県の子ども家庭相談センターなど
に連絡しましょう。

（６）子どもの体験活動の場づくりにみんなで取り
組みましょう。

　　子どもの成長には様々な体験が必要です。子
どもが自主的に参加できるよう、地域で様々な
体験活動の場づくりに取り組むことが大切です。

（７）子育てをしながら安心して働ける職場環境を
つくりましょう。

　　育児休業などの制度が取得しやすく、子育て
期間中の勤務時間の短縮の措置が図られるなど、

仕事と子育てなどの家庭生活のバランスがとれ
た職場にしていくことが大切です。

１－（３）育ち学ぶ施設の行動指針

～育ちや学びの場では～

　　子どもは、育ち学ぶ施設で基礎的、基本的な
知識、技能などを身につけます。育ち学ぶ施設
では、子どもが自ら学び、自ら考え、行動する
ことができるなど「生きる力」をはぐくみ、保
護者や地域と一体となって、 子どもが安心して
育ち、学べる環境づくりに努めることが求めら
れています。

（１）子どもの確かな学力をはぐくみましょう。  
　　基礎、基本の徹底を図り、個性を伸ばし、将来、

社会で自立できる子どもを育てていかなければ
なりません。

（２）子どもの豊かな心を育てましょう。
　　体験的な学習などを通じて、社会生活上のルー

ルや基本的なモラル、正義感、他人への思いや
りや感動など、豊かな心をもった子どもを育て
ることが大切です。

（３）子どもの健康な身体を育てましょう。
　　子どもが、たくましく生きるために食育をは

じめ、健康な身体や体力を育成していかなけれ
ばなりません。

（４）子どもの人権意識を育てましょう。
　　人権を正しく理解し、日常の中で人権を尊重

した行動ができる子どもを育てることが大切で
す。

（５）子どもの危険回避能力を育てましょう。
　　子どもが、社会の様々な危険から自らを守っ

ていくことができる能力を育てていかなければ
なりません。

（６）子ども一人ひとりのささいな変化を見逃さな
い姿勢を大切にしましょう。

　　子どものわずかな変化を察知できるよう、日
頃の様子や態度に気を配り、子どもの不安や悩
みの解決をはじめ、虐待やいじめなど様々な問
題に早期に対応できるよう努めていかなければ
なりません。

（７）地域に信頼される育ち学ぶ施設となるよう取
組を進めましょう。

　　保護者や地域住民、他の施設などと連携し、
様々な体験活動の実施や、子どもが安全で安心
できる環境づくりに取り組み、信頼される育ち
学ぶ施設となるように努めていかなければなり
ません。

２　県施策の取組方針
　　
　　「育ち・育てる環境づくり」に関する施策を総
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合的に進めていくため、県は次のことに取り組
んでいきます。

（１）子どもの人権を尊重する社会環境を整えてい
きます。

　　子どもへの虐待の防止やいじめの防止など、
子どもの人権を尊重する社会環境づくりを進め
ていきます。

（２）男女が共に子育てにかかわる社会づくりを進
めます。

　　男女が共に子育てにかかわり、子育ての喜び
や悩み、責任をわかちあえるように、男女共同
参画社会づくりの取組を進めていきます。

（３）子どもにとっても暮らしやすいまちづくりを
進めます。

　　子どもや子育て中の保護者等、だれもが暮ら
しやすいまちづくりが推進されるよう、ユニバー
サルデザインの取組を進めていきます。

（４）子どもが安心して生活できる安全な地域づく
りを進めます。

　　子どもが安心して遊び、学び、生活していけ
るよう、また保護者も安心して子育てができる
よう、犯罪や事故がなく、安心して健康的な生
活ができる地域社会をめざした取組を進めます。

（５）地域における子育て支援の取組を進めます。
　　子育て家庭が孤立することなく、地域で様々

な関わりを持ちながら子育てができるよう、地
域の力を引きだし、地域における子育て支援機
能を高めていきます。

（６）子どもの体験や社会参加の場をふやしていき
ます。

　　地域の様々な社会資源（人材、団体、施設、
自然環境等）を活かして、体験活動、社会活動、
居場所づくり、遊び場づくりなど、子どもが地
域の様々な人や豊かな自然、多様な文化と関わ
り合う機会をふやしていきます。

（７）子どもの「生きる力」をはぐくむ取組を進め
ます。

　　豊かな人間性、確かな学力、健康と体力をは
ぐくみ、自立した社会の担い手として育つよう、
発達段階に応じて教育環境を整え、子どもが本
来持っている力を引きだしていきます。

（８）仕事と子育てが両立できる雇用環境づくりを
支援していきます。

　　子育てをしながら働き続けることができるな
ど、子育ての状況に応じて多様な働き方を実現
できる雇用環境づくりを支援していきます。

（９）困難な状況にいる子どもや家庭を支援してい
きます。

　　すべての子どもが健やかに成長することがで
きるよう、家庭や学校、地域などにおいて困難
な状況にいる子どもや家庭への支援の取組を進
めます。

（10）県民の意見を施策に反映させ、各主体と協働
して取り組みます。

　　育ち・育てる環境づくりに向けて、県民の意
見を施策に反映させ、地域の人々、ＮＰＯ、企業、
行政など多様な主体と協働して取組を進めてい
きます。


